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矢作川水防災協議会、矢作川圏域水防災協議会の進め方
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矢作川水防災協議会（大規模氾濫減災協議会）等の統合

矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会（仮称）

国事務局 県事務局
■矢作川水防災協議会

岡崎市長、豊田市長、安城市長、西尾市長、碧南市長、刈谷市長、知立市長、
高浜市長、幸田町長、愛知県河川課長・災害対策課長、
西三河建設事務所長、知立建設事務所長、豊田加茂建設事務所長、
陸上自衛隊豊川駐屯地司令、名古屋地方気象台長、
豊橋河川事務所長、矢作ダム管理所長

■矢作川洪水予報連絡会

岡崎市長、豊田市長、安城市長、西尾市長、碧南市長、
愛知県河川課長・災害対策課長、陸上自衛隊第１０特科連隊第２科長、
名古屋地方気象台長、愛知県警察本部災害対策課長、
中部電力（株）越戸土木管理所長、
（一財）河川情報センター名古屋センター所長、
豊橋河川事務所長、矢作ダム管理所長

■矢作川水防連絡会
岡崎市長、豊田市長、安城市長、西尾市長、碧南市長、
愛知県河川課長・災害対策課長、西三河建設事務所長、知立建設事務所長、
豊田加茂建設事務所長、西三河県民事務所長、豊橋河川事務所長

■矢作川圏域水防災協議会

岡崎市長、豊田市長、安城市長、
西尾市長、碧南市長、刈谷市長、
知立市長、高浜市長、大府市長、
豊明市長、みよし市長、幸田町長、
東郷町長、東浦町長、
愛知県建設部長・治水防災対策監、
西三河建設事務所長、
知立建設事務所長、
豊田加茂建設事務所長、
尾張建設事務所長、
知多建設事務所長、
名古屋地方気象台長、
（オブザーバ）豊橋河川事務所長

○国や県が事務局となり運営する大規模氾濫減災協議会や洪水予報・水防警報に係る各種連絡会議について、平成30年度より、一同に
会して総合的に議論、情報共有ができる会議により運営。

○流域圏の関連市町村や防災機関が一同に会することで、積極的な取組の水平展開を図り、取組の効果的、効率的な推進を図る。

※斜字は共通していない委員




